
「 挑戦する中小企業応援パッ ケージ」

の策定
1

新型コ ロ ナが 5 類感染症に移行し た こ と を 受

け、 社会経済活動の正常化が進みつつある 一方、

物価高騰や人手不足等の影響によ り 、 依然と し て

厳し い環境におかれた事業者が多く 存在し て い

る 。 そう し たなか、 足も と では、 こ れまで事業者

の資金繰り を 支えてき た民間金融機関によ る ゼロ

ゼロ 融資の返済が本格化し ており 、 業績が回復し

ていない事業者は、 今後、 過剰と なっ た債務の返

済が難し く なる 可能性がある 。

そのため、 こ う し た事業者に対し ては、 金融機

関によ る 積極的な支援が求めら れる わけだが、 そ

の支援のあり 方は、 コ ロ ナ禍での緊急避難的な資

金繰り 支援から 、 事業者の実情に応じ た経営改

善、 事業再生、 再チャ レ ン ジと いっ た支援へと 移

行し ていく 必要がある 。

金融庁では、 こ う し た金融機関の取組みを 後押

し する ため、 経済産業省・ 財務省と 連名で「 挑戦

する 中小企業応援パッ ケージ」（【 図表 1 】） を 2023

年 8 月30日に公表し た 1 。

本稿では、「 挑戦する 中小企業応援パッ ケージ」

内の施策のう ち 、「 経営改善フ ェ ーズ」（ 経営者保

証改革の推進）、「 事業再生フ ェ ーズ」（ 事業再生等ガ

イ ド ラ イ ン の運用改善）、「 再チャ レ ン ジフ ェ ーズ」

（ 廃業時における 経営者保証の取扱いの明確化） の各

フ ェ ーズにおける 金融庁等の主な施策について、

概要と 現在の進捗状況を 解説する 。

1 　 金融庁「 挑戦する 中小企業応援パッ ケージ 」 の公表について（ 2023年 8 月20日）〈 https://w w w .fsa.go.jp/new s/r5/

g inkou/20230830.htm l〉。
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「 挑戦する中小企業応援パッ ケージ」 の策定と その後

2023年 8 月、 経済産業省・ 金融庁・ 財務省から 「 挑戦する中小企業応援パッ ケージ」 が発表さ れま

し た。

2020年に始まっ た新型コ ロ ナの感染拡大から 4 年近く を 経て、 中小企業支援はいま新たなステー

ジを 迎えよう と し ています。 本特集では、 その現在地を探り ます。 （ 編集部）
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挑戦する中小企業の経営改善・ 再生

支援の強化
2

⑴　 経営改善フ ェ ーズへの対応

ア　 経営者保証ガイ ド ラ イ ン

2013年12月に公表さ れた経営者保証ガイ ド ラ イ

ン では、 金融機関が経営者と 保証契約を 締結する

際に、 債権者や債務者、 保証人に求めら れる対応

が記載さ れている 。

経営者保証ガイ ド ラ イ ンでは、 債務者が経営者

保証なし で資金調達を 希望する 場合には、 ①法人

と 経営者個人の資産・ 経理が明確に分離し て い

る 、 ②法人のみの資産・ 収益力で借入返済が可能

と 判断でき る 、 ③法人から 適時適切に財務情報等

が提供さ れている 、 と いっ た要件が求めら れる 。

つまり 、 経営者保証を 外すためには、 要件①～③

のよ う な、 事業者によ る 経営改善に向けた積極的

な取組みも 期待さ れている。

イ 　「 経営者保証改革プ ロ グラ ム」 の策定背景

と 公表

経営者保証ガイ ド ラ イ ンが運用開始さ れてから

9 年が経過し たが、 依然と し て、 金融機関から 経

営者保証ガイ ド ラ イ ン の説明を 受けて いな いと

いっ た事業者の声も 多い（【 図表 2 】）。 こ の背景に

は、 保証徴求時に金融機関によ る 事業者・ 保証人

への説明が十分ではなかっ たケースも 存在し てい

る と 考えており 、 金融庁と し てはこ う し た状況を

改善する 必要性を 認識し た。

こ う し た課題の解決のため、 2022年12月、 金融

庁は、「 経営者保証改革プロ グラ ム」（ 以下「 プログ

ラ ム」 と いう 。【 図表 3 】） を 策定・ 公表し た 2 。 金

融庁はプロ グラ ムに基づき 「 中小・ 地域金融機関

向けの総合的な監督指針」 などを 改正し 3（ 2023年

4 月適用開始）、 金融機関が個人保証を 徴求する 際

【 図表 1 】「 挑戦する 中小企業応援パッ ケージ」 の概要

Ⅱ．挑戦する中小企業の経営改善・再生支援の強化

経営改善・再生支援の体制整備
→ 関係者一丸となった経営改善・再生支援を進めるため、「挑戦する中小企業の経営改善・再生支援強化会議」（仮称）を設置。
→ 官⺠⾦融機関による経営改善・再生支援の取組状況等をきめ細かくフォロー。

Ⅰ．将来の挑戦に向けたコロナ資⾦繰り支援

経営改善フェーズ
① 信用保証協会による経営改善支援の強化
→ ⺠間⾦融機関等との連携による支援を強化するため、
協会向けの監督指針を改正。【 年度】

② ⺠間⾦融機関による経営改善支援の促進
→ 「早期経営改善計画策定支援事業」（支援費用の

を補助）等について、 保証先等に、⺠間⾦
融機関も⼀定の条件で利用を認める。【 年度】

③ 経営者保証改革の促進
→ 保証料上乗せにより経営者保証の提供を選択できる信
用保証制度において、時限的な保証料負担軽減策を
検討。【 年度】

→ ⾦融機関が経営者保証を徴求する手続に対する監督
強化など「経営者保証改⾰プログラム」の実⾏、事業成
⻑担保権の創設。【 年度法案提出を⽬指す】

再生フェーズ
① 商⼯中⾦の危機対応融資先への支援強化
→ 危機対応融資を活用した事業者に対して、' ( 6（債
務の株式化）による再生支援を可能とする。【
年 ⽉】

② 事業再生ガイドラインの運用改善等
→ 第三者支援専門家補佐人の選定要件（対象債権
者の全員同意）の緩和の検討等。

→ ガイドラインの活用事例の公表。【 年 ⽉】

③ コロナ資本性劣後ローンの運用明確化
→ 私的整理時であっても⼀定の場合（例︓⺠間⾦融
機関が協調融資の際に既存債権を劣後化している場
合）には、劣後化されることがあり得ることを明確化。
【 年 ⽉】

再チャレンジフェーズ
① 中小企業活性化協議会の体制強化
→円滑な再チャレンジを支援するため、協議会の弁護士
数を倍増開始（ 名→ 名）。【 年度】

② 廃業時の取扱いの明確化
→廃業手続の早期着手により、手元に残せる資産が増
加する可能性があること等を明確化（「廃業時におけ
る経営者保証ガイドラインの基本的考え方」の改定の検
討）。

→ 保証⼈の⾃⼰破産回避に向けた好事例の公表。
【 年】

③ 求償権消滅保証の運用改善
→⾦融取引を正常化させる求償権消滅保証の利用時の
計画の対象に、「経営改善計画策定支援事業」による
計画も含める。【 年 ⽉】

① セーフティネット保証 号（ ％保証）の借換⽬的での利用継続（新規融資のみでの利用は 年 ⽉末で終了）【当⾯は 年 ⽉末まで】
② 事業再構築等への挑戦を応援すべく、⽇本公庫等の資本性劣後ローンの限度額引上げ（ 億円→ 億円）、延⻑【 年 ⽉末まで】
③ ⽇本公庫等のスーパー低利融資を、⾦利引下げ幅は縮小（▲ ％→▲ ％）の上、延⻑【 年 ⽉末まで】
④ 物価高騰対策のセーフティネット貸付の⾦利引下げ措置を延⻑【 年 ⽉末まで】

挑戦する中小企業応援パッケージ
年 ⽉ ⽇

経済産業省
⾦ 融 庁
財 務 省

⚫ 挑戦意欲がある中小企業の経営改善や再生支援を加速していくべく、総合的な支援策を展開する。
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には、 事業者等に対し 、 どの部分が十分ではない

ために保証契約が必要と なる のか、 個別具体の内

容を 説明する と と も に、 その結果等を 記録する こ

と を 求め、 金融機関が個人保証を 徴求する 際の手

続を 厳格化し た。

こ れにより 、 なぜ経営者保証を 徴求さ れている

のか認識し ていなかっ た事業者等は、 現在の経営

状況に照ら し 、 金融機関が不十分と 判断し ている

項目について認識でき る よ う になっ た。 金融機関

には、 経営者保証を 解除する ために必要な要件に

ついて事業者等と 認識を 共有し 、 その課題解決や

経営改善に向けた支援を し っ かり と 行っ ても ら い

たいと 思っ ている 。

ウ　「 経営者保証改革プ ロ グラ ム」 の実行と 進

捗状況

監督指針の適用開始に併せて金融庁に設置し た

「 経営者保証ホッ ト ラ イ ン 」 4 には、「 保証契約締結

時に、 保証の必要性等について具体的な説明がな

かっ た」 と いっ た事業者等の声が複数寄せら れて

おり 、 監督指針改正の趣旨が営業現場まで浸透し

ていない事例も 見ら れる 。 そのため、 2023年10月

から 11月にかけて、 各金融業界団体に対し 、 現場

の営業店職員を 含め、 監督指針に沿っ た運用がな

さ れる よ う 、 改めて要請し た 5 。

また、 金融庁と し ては、 改正し た監督指針に基

づく 対応が金融機関に定着し 、「 無保証融資件数」

と 「 有保証融資で、 適切な説明を 行い、 記録し た

件数」 の合計が100％と な る こ と を 目指し て お

り 、 足も と では、 監督指針改正後の実績と し て、

2023年上期（ 4 月～ 9 月） の「 新規融資に占める

経営者保証に依存し な い融資の割合」 等と 併せ

て、 2023年12月に公表し た 6 。

今後、 プロ グラ ムの実行を 推進する ため、 ①引

き 続き 金融機関が保証契約締結時に事業者・ 保証

人に対し て保証契約の必要性等を 個別具体的に説

明し た件数の把握、 ②金融機関における 「 経営者

保証ガ イ ド ラ イ ン の浸透・ 定着に向けた 取組方

針」 の公表状況等の把握、 ③「 経営者保証ホッ ト

ラ イ ン 」 に寄せら れた事業者等から の声などを 踏

まえ、 必要に応じ て、 金融機関に対する 特別ヒ ア

リ ン グの実施を 考えており 、 金融機関が企業の事

業性を 評価し 、 経営者保証に安易に依存し ない融

資慣行を 確立し ていく こ と で、 中小企業・ 小規模

事業者の持続的な成長を 後押し し ていき たい。

⑵　 再生フ ェ ーズへの対応

ア　「 中小企業の事業再生等に関する ガイ ド ラ

イ ン 」

2022年 3 月、「 中小企業の事業再生等に関する

研究会」 7 において、債務者である 中小企業者と 債

権者である金融機関等がお互いの立場を よ く 理解

し 、 共通の認識のも と で、 一体と なっ て事業再生

等に向けた 取組みを 進めて いく た めの指針と し

て、「 中小企業の事業再生等に関する ガイ ド ラ イ

ン 」（ 以下「 事業再生等ガイ ド ラ イ ン」 と いう 。） が取

り まと めら れた。 事業再生等ガイ ド ラ イ ン は、 中

小企業者の「 平時」 や「 有事」 の各段階において、

中小企業者・ 金融機関のそれぞれが果たすべき 役

割を 明確化し 、 事業再生等に関する 基本的な考え

方を 示すと と も に、 よ り 迅速に中小企業者が事業

再生等に取り 組める よ う 、 新たな準則型私的整理

手続である「 中小企業の事業再生等のための私的

整理手続」 を 定めている 。

イ 　 事業再生等ガイ ド ラ イ ンの運用改善

足も と では、 中小企業活性化協議会や事業再生

等ガイ ド ラ イ ン など、 中小企業が活用可能なさ ま

ざまな私的整理に基づく 事業再生の枠組みが整備

さ れてき た。 一方、 事業再生等ガイ ド ラ イ ン によ

る 私的整理手続に関与する 第三者支援専門家 8 が

東京・ 大阪に集中し 、 ゼロ 人と なっ ている 県が存

2 　 金融庁「 経営者保証改革プログラ ムの策定について」（ 2022年12月23日）。

3 　 中小・ 地域金融機関の監督事務に関し 、 その基本的考え方、 監督上の評価項目、 事務処理上の留意点について整理し た

指針。

4 　 金融庁「 経営者保証ホッ ト ラ イ ンの開設について」（ 2023年 4 月 3 日）。

5 　 金融庁「 業界団体と の意見交換会において金融庁が提起し た主な論点（ 令和 5 年10月、 11月）」。

6 　 金融庁「 経営者保証に関するガイ ド ラ イ ン」 の活用実績について」（ 2023年12月）。

7 　 座長： 小林信明（ 長島・ 大野・ 常松法律事務所弁護士）、 事務局： 一般社団法人全国銀行協会。
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【 図表 2 】 金融機関から の経営者保証ガイ ド ラ イ ン の説明状況

（ 表注）「「 経営者保証に関するガイ ド ラ イ ン 」 周知・ 普及事業（ 中小企業・ 小規模事業者ワン

スト ッ プ総合支援事業） 事業報告書」（ 2020年度） より 作成。 対象は経営者保証を提供

し ている者のみ（ n= 3 ,823）。

（ 出所） 中小企業庁「 中小企業政策審議会金融小委員会（ 第 3 回）」（ 2022年 4 月19日） 配布資

料を再編加工。

【 図表 3 】「 経営者保証改革プロ グラ ム」 の概要

⚫ 監督指針の改正を行い、保証を徴求する際の手続きを厳格化することで、安易な個人保証に依存した融資を抑制す

るとともに、事業者・保証人の納得感を向上させる。

⚫ また、「経営者保証ガイドラインの浸透・定着に向けた取組方針」の作成、公表の要請等を通じ、経営者保証に依存しな

い新たな融資慣行の確立に向けた意識改革を進める。

① 金融機関に対し、「経営者保証に関するガイドラインを浸透・定着させるための取組方針」を経営トップを交え検討・

作成し、公表するよう金融担当大臣より要請。

② 地域金融機関の営業現場の担当者も含め、監督指針改正に伴う新しい運用や経営者保証に依存しない融資慣

行の確立の重要性等を十分に理解してもらうべく、金融機関・事業者向けの説明会を全国で実施。【２３年１月～】

③ 金融機関の有効な取組みを取りまとめた「組織的事例集」の更なる拡充及び横展開を実施。

主な施策

（２） 経営者保証に依存しない新たな融資慣行の確立に向けた意識改革 （取組方針の公表促進、現場への周知徹底）

① 金融機関が経営者等と個人保証契約を締結する場合には、保証契約の必要性等に関し、事業者・保証人に対し

て個別具体的に以下の説明をすることを求めるとともに、その結果等を記録することを求める。【23年４月～】

➢ どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか

➢ どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか

② ①の結果等を記録した件数を金融庁に報告することを求める。【２３年９月期 実績報告分より】

（※） 「無保証融資件数」+「有保証融資で、適切な説明を行い、記録した件数」=100％を目指す。

③ 金融庁に経営者保証専用相談窓口を設置し、事業者等から「金融機関から経営者保証に関する適切な説明がな

い」などの相談を受け付ける。【２３年４月～】

④ 状況に応じて、金融機関に対して特別ヒアリングを実施。

主な施策

（1） 金融機関が個人保証を徴求する手続きに対する監督強化

経営者保証改革プログラムにおける金融庁の取組み
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在する など、 多く の地域においては、 私的整理の

事業再生案件に従事し た経験のある 専門家（ 弁護

士、 公認会計士等） が少な い状況で あ る （【 図表

4 】）。 そのため、 ゼロゼロ 融資の返済本格化を 迎

える なか、 雇用やサプラ イ チェ ーン 、 生活イ ン フ

ラ の面で地域にと っ て必要不可欠であり 、 事業再

生によ っ て存続可能であっ た事業者であっ ても 、

当地に専門家が不在である こ と によ り 、 法的整理

によ る 廃業を 選択せざる を 得ない事業者が、 今後

増加する 懸念がある 。 それら を防ぐ ためには、 地

域における専門家の育成・ 連携を 通じ て、 特に私

的整理における 事業再生案件の処理能力を 向上さ

せ、 事業者の実情に応じ た支援を 先延ばし する こ

と なく 実施し ていく こ と が必要である 。

その対応策のひと つと し て、「 中小企業の事業

再生等に関する 研究会」 では、 第三者支援専門家

補佐人 9 について選任要件を 緩和する など、 事業

再生等ガイ ド ラ イ ン の改定を 検討し ている と こ ろ

である 。

また、 金融庁においては、 今後、 地方における

事業再生に関心のある 専門人材を 発掘する と と も

に、 金融機関と 専門家、 首都圏と 地方の専門家の

連携強化等を 目指すイ ベン ト を全国各地で開催予

定である 。

こ う し た取組みを 通じ て、 地方でも 事業再生に

関与する 専門家が増え、 金融機関において、 事業

再生等ガイ ド ラ イ ン 等を 活用し た私的整理によ る

事業再生が広く 行われ、 地域の経済や雇用の維

持、 事業者の事業継続等にいっ そう 貢献し ていく

こ と を 期待し ている 。

8 　 事業再生等ガイ ド ラ イ ンの利用を検討する場合、 第三者である支援専門家（ 弁護士、 公認会計士等の専門家） の候補者

を中小企業活性化全国本部及び一般社団法人事業再生実務家協会において公表するリ スト より 選定する。

9 　 第三者支援専門家を補佐する専門家（ 以下、 補佐人と いう 。）。 補佐人を必要回数、 経験するこ と により 、 第三者支援専

門家と し て認定を受けるこ と ができる（ 事業再生等ガイ ド ラ イ ンQ& A 31）。

【 図表 4 】 都道府県別の第三者支援専門家等の登録状況

（ 表注） 中小企業活性化協議会における弁護士サブマネージャ ー（ 弁護士SM ） は2023年 8 月時点、第三者支援専門家は2023年

3 月末時点。

（ 出所） 中小企業庁「 中小企業政策審議会金融小委員会（ 第11回）」（ 2023年10月26日） より 抜粋。
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ウ　 事業再生等ガイ ド ラ イ ン の事例集公表

事業再生等ガイ ド ラ イ ンの適用開始から 1 年以

上が経過する なか、 金融庁では、 事業再生等ガイ

ド ラ イ ン のさ ら なる 活用促進に向け、 2022年度に

民間金融機関が事業再生等ガイ ド ラ イ ン を 活用し

た事例を 収集し 、 その概要を 取り まと めて2023年

10月に「 中小企業の事業再生等に関する ガイ ド ラ

イ ン 事例集」 を 公表し た10。

事例集の公表に併せ、 活用実績についても 公表

し ており 、 2022年度は、 官民金融機関において、

再生型（ 債務減免あり ） が11件、同（ 債務減免なし ）

が 8 件、 廃業型が 9 件の計28件の事業再生計画・

弁済計画の合意が行われたこ と を 確認し た。 事業

再生等ガイ ド ラ イ ン では「 再生型」 に加え、 円滑

な廃業に対応する ための手続と し て、 準則型私的

整理では初めてと なる 「 廃業型」 が措置さ れてい

る が、 公表初年度から 有効に活用さ れているこ と

が確認でき た。

こ こ ではすべての事例について紹介する こ と は

でき ないが、「 コ ロ ナ影響が色濃く 、事業継続を し

ても いずれ資金ショ ート する こ と が明ら かであっ

たこ と から 、 手元資金に余裕がある う ち に廃業型

で 手続き を 開始し た も のの、 取引先から ス ポン

サー就任の打診を 受け、 再生型に切り 替えて対応

し た案件」（【 図表 5 】） など、 早期に手続に着手し

たこ と で、 事業や雇用の継続が図ら れ、 地域経済

への影響を 回避でき た事例も 掲載さ れている。 ぜ

ひご一読いただき たい。

⑶　 再チャ レ ン ジフ ェ ーズへの対応

ア　「 廃業時における 「 経営者保証に関する ガ

イ ド ラ イ ン 」 の基本的考え方」

経営者保証について は、 前記⑴の「 経営改善

フ ェ ーズへの対応」 でも 記載し た金融庁の監督強

化による 効果も あり 、 金融機関が新たに経営者保

証を 徴求する 融資の割合は着実に減少し ている 。

一方、 民間調査会社の、 破産し た会社の約 7 割で

経営者も 個人破産を し ている と いっ たデータ が示

すと おり 11、 保証人が保証債務を 履行する 際の対

応には多く の課題が残さ れている 。

こ う し たなか、 2023年 3 月に「 廃業時における

「 経営者保証に関する ガイ ド ラ イ ン 」 の基本的考

え方」（ 以下「 基本的考え方」 と いう 。） が示さ れた

わけだが、 その後も 、 金融機関や弁護士、 事業者

等に対し て、 金融庁が行っ た保証人の保証債務整

理に関する ヒ アリ ン グでは、 以下のよ う な声が聞

かれた。

　【 金融機関】　 企業が破産をする 場合には金融機

関へ特段相談も なく 手続に入るため、 受任通知を

受け取っ た時に初めて知る ケースが多い。 そのた

め、 経営者保証ガイ ド ラ イ ンに基づく 保証債務整

理について事業者と 検討を 行う こ と が難し く 、 手

遅れになっ てし まう 。

　【 弁護士】　 窮境に陥っ た企業は、 金融債権者の

みなら ず、 消費者ローンと いっ た固有債権者が多

数含まれるこ と があり 、 全員同意と いう ハード ル

から 経営者保証ガイ ド ラ イ ンに基づく 保証債務整

理を行う こ と が難し いケースが多い。

　【 事業者】　 経営者保証ガイ ド ラ イ ンに基づき 保

証債務整理手続を 行っ た際に、 ⅰ信用情報機関に

登録さ れないこ と 、 ⅱ早期に廃業手続を行っ た際

に一定の要件12を 充たすこ と でよ り 多く の資産を

手元に残せる可能性がある こ と 、 と いっ たメ リ ッ

ト をそも そも 知ら ない。

こ れら に共通し ている のが、 事業が毀損し て窮

境に陥る 前の早い段階で、 事業者が廃業等の決断

を 行い、 金融機関や弁護士等の支援専門家に相談

を 行っ ていれば、 円滑な廃業に向けて取り 得る 選

10　 金融庁「 中小企業の事業再生等に関するガイ ド ラ イ ン事例集」 の公表について（ 2023年10月17日）。

11　 東京商工リ サーチ「 破産会社の 7 割で、 社長個人も 破産へ〈 T SRデータ イ ンサイ ト 〉」（ 2021年 8 月16日）。

12　 経営者たる保証人による早期の事業再生等の着手の決断について、 主たる債務者の事業再生の実効性の向上等に資する

も のと し て、 対象債権者と し ても 一定の経済合理性が認めら れる場合には、 一定期間の生計費に相当する額や華美でない

自宅等を当該経営者たる保証人の残存資産に含めるこ と を検討する（ 経営者保証ガイ ド ラ イ ン 7 ③）。
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択肢が増え、 経営者保証ガイ ド ラ イ ン に基づく 保

証債務整理などの対応が可能であっ たかも し れな

いと いう こ と である 。

こ のよ う な背景も 踏まえ、 政府の「 新し い資本

主義のグラ ン ド デザイ ン 及び実行計画2023改訂

版」（ 2023年 6 月16日） では、「 企業経営者が、事業

不振の際に、 M & A ・ 事業再構築・ 事業承継・ 廃

業等の幅広い選択肢について、 早い段階から 専門

家に相談でき る 体制を 、 全国にある 中小企業支援

実施機関の体制整備も 含めて 、 構築する と と も

に、 企業経営者への早期相談の重要性について周

知徹底を 行う 」 こ と と さ れた。

イ 　 基本的考え方の改定等

「 経営者保証に関する ガイ ド ラ イ ン 研究会」13は

こ れら 課題への対応と し て、 廃業時における 保証

債務整理の取扱いを 明確化するため、 基本的考え

方の改定を 行い、 2023年11月22日に公表し た14。

具体的には企業経営者に退出希望がある 場合の早

期相談の重要性について、 いっ そう の周知を 行っ

ていく 観点から 、 廃業手続に早期に着手する こ と

が、 保証人の残存資産の増加に資する 可能性があ

る こ と などを 明確化する 内容と なっ ている 。

金融庁と し ては、 改定さ れた基本的考え方につ

いて関係者に広く 周知を 図る こ と が重要と 考えて

おり 、 保証債務整理手続に携わる 弁護士へ周知を

行う 観点から 、 日本弁護士連合会に対し 、 経営者

保証ガイ ド ラ イ ン に基づく 保証債務整理のさ ら な

る 周知・ 浸透に関する 要請文を発出し たと こ ろ で

ある 15。

また、 経営者に対し ても 、 早期相談の重要性等

を 周知し ていく ため、 保証債務整理に関する パン

フ レ ッ ト を作成し 、 公表し た16。

加えて、 法人が破産等し た際に、 保証人が経営

者保証ガイ ド ラ イ ン を 利用し た保証債務整理を

行っ たこ と で自己破産を 回避でき た好事例につい

ても 公表を予定し ている 。

こ う いっ た取組みを 通じ て、 事業者や保証人の

みなら ず、 主たる 債権者である 金融機関や支援専

門家に、 経営者保証ガイ ド ラ イ ン に基づく 保証債

務整理の実務が浸透する こ と で、 退出希望がある

事業者の早期相談が促さ れ、 法人が破産し た場合

の個人破産回避の一助と な る こ と を 期待し て い

る 。

おわり に3

コ ロ ナ禍で業況が悪化し 、 過剰債務を 抱える こ

と にな っ た 事業者を いかにし て 支援し て いく か

──こ れは多く の金融機関が直面し ている 課題で

ある 。 本稿では、 事業再生等ガイ ド ラ イ ン の活用

促進や早期の事業再生の妨げと なる 経営者保証の

課題解決に向けた金融庁等の施策を 紹介し た。 事

業再生に関わる 金融機関等の読者におかれては、

こ う し た施策も 参考にし つつ、 引き 続き 、 事業者

の事業再生・ 再チャ レ ン ジ支援等に取り 組んでい

ただければ幸いである 。

13　 座長： 小林信明（ 長島・ 大野・ 常松法律事務所 弁護士）、 事務局： 日本商工会議所・ 一般社団法人全国銀行協会。

14　「 廃業時における「 経営者保証に関するガイ ド ラ イ ン」 の基本的考え方の改定について」（ 2023年11月22日）。

15　 金融庁・ 中小企業庁「 経営者保証に関するガイ ド ラ イ ン」 に基づく 保証債務整理の更なる周知・ 浸透について」（ 2023

年12月13日）。

16　 金融庁「「 経営者保証に関するガイ ド ラ イ ン」 に基づく 保証債務整理に関する経営者向けパンフ レ ッ ト の作成について」

（ 2023年12月13日）。
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【 図表 5 】 事業再生等ガイ ド ラ イ ンで廃業型から 再生型に移行し た事例（ 事例集・ Case 2 ）

ククロローージジンンググままででののススケケジジュューールル▍▍会会社社概概要要

▍▍借借入入金金のの状状況況

第第二二会会社社方方式式にによよるる事事業業再再生生支支援援 再生型 廃業型
債務減免あり

債務減免なし

CCaassee

２２

▍▍第第三三者者支支援援専専門門家家等等のの選選定定
• 外部専門家である弁護士と相談し、事事業業再再生生のの知知見見がが豊豊富富なな県県外外のの
弁弁護護士士をを第第三三者者支支援援専専門門家家ととししてて選選任任。。

• 外部専門家には、Ａ地域銀行にて外部専門家の会計事務所を起用。

▍▍窮窮境境要要因因
• コロナ影響や半導体不足の影響から大幅減収。各種制度融資等を利用
して対応してきたものの、採算確保のため主要取引先へ価格交渉を行う
も不調に終わり、結果として同社との取引が終了。

• その結果、大幅な減収となり、自力での事業継続が見通せない状況に
陥った。

▍▍ガガイイドドラライインン活活用用のの経経緯緯
• スポンサーの選定において複数社に打診するもいずれも不調に終わった
ことから、このまま事事業業継継続続ををししててももいいずずれれ資資金金シショョーートトすするるここととがが
明明ららかかででああっったたたためめ、、手手元元資資金金ががああるるううちちににガガイイドドラライインン（（廃廃業業型型））のの
利利用用をを検検討討。

• 廃業手続きを進める中、取引先よりスポンサー就任の打診があったこと
から、廃廃業業型型かからら再再生生型型へへ切切りり替替ええるる方方針針ととななりり、、再再生生型型にに着着手手。。

▍▍経経営営者者保保証証のの状状況況
保保証証のの状状況況：保証人2名（代表者、代表者妻）は全ての借入に対し、

経営者保証を提供。
資資産産のの状状況況：現預金12百万円、不動産45百万円、その他の資産8百万円、

計65百万円（うち、44百万円は担保提供）

業業種種 自動車部品製造業 従従業業員員数数 10名
支支援援手手法法 第二会社方式（スポンサー型）
取取引引金金融融機機関関 地域銀行

借借入入金金額額 540百万円 （うち信用保証協会 300百万円）
借借入入内内訳訳 A地域銀行 540百万円 （同、300百万円）

2022年2⽉〜
5⽉上旬

スポンサー選定を開始。候補先の複数社に打診す
るも、既存売上高が激減していることなどから、
いずれも不調に終わる。

2022年5⽉ ガイドラインの廃業型での活用を検討開始
2022年5⽉下旬〜
6⽉上旬 補助金利用申請

2022年6⽉中旬
従業員への解雇通知および取引先への廃業通知を
実施したところ、取引先よりスポンサー就任の打
診あり。

2022年7⽉
入札によりスポンサーが決定したことから従業員
の解雇を取りやめ、スポンサー承継を決定。
（廃業型から再生型に切り替え）

2022年7⽉下旬 第三者支援専門家を選任

2022年8⽉ 事業再生計画の策定

2022年10⽉ 事業再生計画に対象債権者が合意

2022年10⽉下旬 事業譲渡を実施。非保全弁済、保証人弁済実施。

Ⅰ
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プ
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リ
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支
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第第二二会会社社方方式式にによよるる事事業業再再生生支支援援 再生型 廃業型
債務減免あり

債務減免なし

CCaassee

２２
▍▍ススキキーームム図図▍▍再再生生計計画画のの概概要要

計計画画概概要要：第二会社方式：債務者の事業をスポンサーが新たに設立した新
会社に譲渡、その後旧会社は清算するスキーム

金金融融支支援援額額：：スポンサーからの譲渡対価や不動産等の担保処分による弁済
後の非保全金額405百万円について債権放棄を実施

▍▍経経済済合合理理性性のの判判断断
• 現時点で破産した場合の清算配当率0.66％と比較し、再生計画における
非保全債権配当率は7.41％となり、経済合理性ありと判断。

▍▍案案件件ににおおけけるるネネッックク事事項項
• 潜在的な退職金債務が存在したが、手元現預金があるうちに意思決定が
できたことで、従従業業員員にに対対ししてて全全額額支支給給をを行行ううここととががででききたた。

▍▍経経営営者者責責任任
• 第第二二会会社社方方式式ににつつきき旧旧会会社社のの取取締締役役はは退退任任。。そそのの後後、、ススポポンンササーー設設
立立のの新新会会社社ににおおいいてて、、有有期期契契約約のの顧顧問問ととししてて就就任任。。

▍▍保保証証人人のの保保証証債債務務整整理理
• 連帯保証人2名の保証債務については、経営者保証ガイドラインによ
り主債務と一体整理。

• 経済合理性31百万円の範囲内で、残存資産（インセンティブ資産及
び自由財産）として華華美美ででなないい自自宅宅2200百百万万円円とと生生活活費費1100百百万万円円（（親親
族族のの療療養養費費をを含含むむ））のの計計3300百百万万円円をを残残ししたた。

▍▍再再生生支支援援にによよるる効効果果・・成成果果
• 従業員全員がスポンサー企業へ承継され、雇用の確保が実現した。
• 資資金金繰繰りりにに余余力力ががああるる状状況況でで、、早早期期にに廃廃業業のの意意思思決決定定ががででききたたことで、
結果として取引先へのスポンサーへの承継が実現。金融機関として経済
合理性を確保するとともに保証人にインセンティブ資産を残すことがで
きた。

• スポンサー決定から事業譲渡まで約３ヶ⽉と、他他のの私私的的整整理理手手続続きき
とと比比較較ししてて短短期期間間ででククロローージジンンググででききたた。

• 計画策定の段階で、事業再生支援の知見が深い第第三三者者支支援援専専門門家家のの
アアドドババイイススをを受受けけるるここととでで、、案案件件ををススムムーーズズにに進進めめるるここととががででききたた。

• 華美でない自宅及び親族の療養費含む生活費を保証人に残すことが
でき、保保証証人人のの再再ススタターートトにに向向けけたた生生活活基基盤盤をを確確保保ででききたた。

! ガイドライン活用のポイント
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